
  一 

財 政 運 営 に 必 要 な 財 源 の 確 保 を 図 る た め の 公 債 の 発 行 の 特 例 に 関 す る 法 律 を 廃 止 す る 法 律 （ 案 ） 
財 政 運 営 に 必 要 な 財 源 の 確 保 を 図 る た め の 公 債 の 発 行 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 百 一 号 ）

は 、 廃 止 す る 。 

附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） 

２ 平 成 二 十 八 年 度 の 一 般 会 計 の 歳 出 の 財 源 に 充 て る た め の 公 債 の 発 行 に つ い て は 、 こ の 法 律 に よ る 廃 止 前

の 財 政 運 営 に 必 要 な 財 源 の 確 保 を 図 る た め の 公 債 の 発 行 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 次 項 に お い て 「 旧 法 」 と い

う 。 ） 第 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 平 成 二 十 九 年 六 月 三 十 日 ま で の 間 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。 

３ 旧 法 第 三 条 第 一 項 （ 前 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り

発 行 し た 公 債 に つ い て は 、 同 条 第 四 項 の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。





  三 

理 由 

 特 例 公 債 の 発 行 は 、 必 要 と さ れ る 年 度 ご と に 制 定 さ れ る 法 律 に 基 づ い て 行 わ れ る 必 要 が あ る こ と に 鑑 み 、

複 数 年 度 に わ た る 公 債 の 発 行 の 特 例 に 関 す る 措 置 を 廃 止 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 法 律 案 を 提 出 す る 理

由 で あ る 。 
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